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(57)【要約】
　基盤は、１つまたは複数のホログラフィック画像を符
号化しているホログラムを提供する回折構造を含む。１
つまたは複数のホログラフィック画像の各画像は、有限
の、または実質的に無限遠の実効光路長を有する。ホロ
グラムは、眼科用の視力検査表もしくはアイエクササイ
ズ機器として、または距離を測定するためのスケールを
提供するのに使用される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホログラムを提供する回折構造を含む基板であって、前記ホログラムが１つまたは複数
のホログラフィック画像を符号化（ｅｎｃｏｄｅ）し、前記１つまたは複数のホログラフ
ィック画像の各画像が基板から実質的に無限遠の実効光路長のところにホログラフィック
位置を有する、基板。
【請求項２】
　前記１つまたは複数のホログラフィック画像が異なる所定のサイズの複数のホログラフ
ィック画像である請求項１に記載の基板を含む視力検査表。
【請求項３】
　前記１つまたは複数のホログラフィック画像が少なくとも３つの連続したホログラフィ
ック画像であり、前記画像のサイズが、前記連続を通して所定の比率だけ徐々に増加する
、請求項２に記載の視力検査表。
【請求項４】
　前記１つまたは複数の画像は、生成されるときに、前記基板の前にある観察位置から前
記基板の前方を見ることによって目視でき、前記基板の後に位置するように見え、
　前記観察位置における観察者の目を観測し、または前記観察者の目の測定を行うように
動作する、前記基板の後に位置する光学的観測または測定機器
をさらに含む、請求項２または３に記載の視力検査表。
【請求項５】
　前記機器が目の状態を診断する際に使用するための診断設備を含む、請求項４に記載の
視力検査表。
【請求項６】
　前記基板が、前記機器が前記観察位置における観察者の目を観測し、または前記観察者
の目の測定を行うための、前記基板を貫通する光路を含む、請求項４または５に記載の視
力検査表。
【請求項７】
　前記光路が前記基板を貫通する透明材料の経路を含む、請求項６に記載の視力検査表。
【請求項８】
　立体視力検査機器を提供する第２の基板をさらに含み、前記第２の基板が第２のホログ
ラムを提供する第２の回折構造を含み、前記第２のホログラムが第２の複数のホログラフ
ィック画像を符号化（ｅｎｃｏｄｅ）し、前記第２の複数のホログラフィック画像が前記
第２の基板から異なる所定の実効光路長のところにホログラフィック位置を有する、請求
項２～７のいずれかに記載の視力検査表。
【請求項９】
　前記第２の基板から異なる所定の実効光路長のところのホログラフィック位置を有する
前記第２の複数のホログラフィック画像の各画像によって表される物体が、前記物体の前
記画像が同じサイズであるように見えるように異なるサイズである、請求項８に記載の視
力検査表。
【請求項１０】
　前記第２の複数のホログラフィック画像が、前記第２の基板から少なくとも３つの異な
る実効光路長のところにある画像を含む、請求項８または９に記載の視力検査表。
【請求項１１】
　請求項１に記載の基板を備えるディスプレイを含むアイエクササイズ機器。
【請求項１２】
　前記１つまたは複数のホログラフィック画像の各画像が、前記基板から少なくとも６メ
ートルの実効光路長のところのホログラフィック位置を有する、請求項１１に記載のアイ
エクササイズ機器。
【請求項１３】
　前記１つまたは複数のホログラフィック画像が複数のホログラフィック画像である、請
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求項１０または１１に記載のアイエクササイズ機器。
【請求項１４】
　ホログラムを提供する回折構造を含む基板であって、前記ホログラムが前記基板から所
定の実効光路長のところにある少なくとも１つのホログラフィック画像を符号化（ｅｎｃ
ｏｄｅ）し、前記少なくとも１つのホログラフィック画像が距離を表す較正スケールを提
供する基板
　を含む測定機器。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのホログラフィック画像が複数のホログラフィック画像であり、前
記複数のホログラフィック画像の各画像が前記基板から所定の実効光路長のところにホロ
グラフィック位置を有し、前記複数のホログラフィック画像の各画像の前記基板からの前
記所定の実効光路長が、前記複数のホログラフィック画像のその他の画像の前記基盤から
の前記所定の実効光路長と異なり、
　前記複数のホログラフィック画像が前記基板からの距離のスケールを提供する
　請求項１４に記載の測定機器。
【請求項１６】
　前記複数のホログラフィック画像が、一定の間隔の前記基板からの実効光路長を記す連
続した画像である、請求項１５に記載の測定機器。
【請求項１７】
　前記複数のホログラフィック画像の前記各画像が、前記基板からの前記各画像の実効光
路長の記号表現を含む、請求項１５または１６に記載の測定機器。
【請求項１８】
　前記複数のホログラフィック画像のそれぞれの前記所定の実効光路長の詳細を提供する
オペレータガイドをさらに含む、請求項１５～１７のいずれかに記載の測定機器。
【請求項１９】
　前記基板からの前記複数のホログラフィック画像のある画像の実効光路長が、光学的焦
点調節機器の結像面からの前記画像の実効光路長と実質的に等しくなるように前記基板と
位置合わせされた焦点調節機器であり、物体が位置する前記基板からの距離を求めるため
に、前記結像面に、測定される物体の画像および前記複数のホログラフィック画像のある
画像を合焦するように動作する可変焦点レンズを有する前記焦点調節機器をさらに含む、
請求項１５～１８のいずれかに記載の測定機器。
【請求項２０】
　請求項１４に記載の測定機器を含み、前記少なくとも１つのホログラフィック画像が調
査対象の物体の画像を測定スケールと重ね合わせるように見えるように調査対象の前記物
体および前記少なくとも１つのホログラフィック画像に光学的に合焦されるように動作す
る顕微鏡。
【請求項２１】
　可変焦点の光学機器を較正する方法であって、
　請求項１５～１８のいずれかに記載の測定機器を提供するステップと、
　前記基板からの前記複数のホログラフィック画像の画像の実効光路長が、前記光学機器
の結像面からの前記画像の実効光路長と実質的に等しくなるように、前記光学機器と前記
基板とを位置合わせするステップと、
　前記複数のホログラフィック画像を出現させるために前記基板を参照光で照明し、前記
結像面に前記複数のホログラフィック画像の異なる画像を連続的に合焦するために前記光
学機器を操作するステップと、
　前記複数のホログラフィック画像のうちの特定の画像が結像面に合焦されるときの前記
光学機器の構成を、前記画像の既知の特性と関連付けることによって、前記光学機器を較
正するステップと
を含む方法。
【請求項２２】



(4) JP 2013-527494 A 2013.6.27

10

20

30

40

50

　前記複数のホログラフィック画像のうちの特定の画像が結像面に合焦されるときの前記
光学機器の構成を、前記画像の既知の特性と関連付ける前記ステップが、前記光学機器の
前記構成の焦点距離を、前記基板からの前記特定の画像の前記所定の実効光路長と関連付
けるステップを含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記複数のホログラフィック画像のうちの特定の画像が結像面に合焦されるときの前記
光学機器の構成を、前記画像の既知の特性と関連付ける前記ステップが、前記光学機器の
前記構成において生成される画像のための寸法スケールを、前記光学機器を使用して測定
される前記特定の画像の寸法と、前記特定の画像において表される実世界の物体の対応す
る既知の寸法とを比較することによって決定するステップを含む、請求項２１または２２
に記載の方法。
【請求項２４】
　前記複数のホログラフィック画像が異なるサイズの実世界の物体を表す、請求項２１～
２３のいずれかに記載の方法。
【請求項２５】
　前記光学機器が、カメラ、望遠鏡、双眼鏡、ペリスコープ、顕微鏡を含む群の中から選
択される、請求項２１～２４のいずれかに記載の方法。
【請求項２６】
　ホログラムを製造する方法であって、
　物体から散乱する光が、前記散乱する光を感光媒体から実質的に無限遠の光路長のとこ
ろにある物体から散乱しているかのように変更する光学要素を通って前記感光媒体に至る
ように、第１の光ビームで照明するステップと、
　前記感光媒体を、前記第１の光ビームとコヒーレントな第２の光ビームで照明するステ
ップと、
　その後に、前記感光媒体から導出されたホログラムを製造するステップと
を含む、方法。
【請求項２７】
　前記光学要素が凸レンズである、請求項２６に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はホログラムに関し、ホログラムを生成する装置および方法にも関する。好まし
い実施形態は、観察者の目から規定の距離のところに位置する少なくとも１つの虚像を生
成する。または、眼科用途では観察位置から少なくとも６から８メートルの距離で近似す
ることができる無限遠に位置する少なくとも１つの虚像を生成する。観察者の遠近調節お
よび焦点は、ホログラムによって再構築される視距離（または、目の診断では、無限遠）
にある画像に自然に合わせる。
【背景技術】
【０００２】
　多くの例では、人が、その人にとって無限距離に、典型的には、その人から少なくとも
６メートルないし少なくとも８メートルのところにあるように見える画像を見ることを可
能にすることが望ましく、または必要である。そのような距離にある画像を見ることは、
ほんの２例を挙げるにすぎないが、眼科治療目的でも、アイエクササイズのためにも有益
である。
【０００３】
　例えば、検眼士用の表は、観察者から少なくとも８メートルの距離だけ離れたところに
位置すべきであり、これは一般には、その経路をよりコンパクトにするためにミラーを使
用して経路を縮めることで達成される。
【０００４】
　米国特許第７３８４１４４号では、レーザスペックルおよび従来の光学系を利用して無
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限遠画像を作り出す。この固視標に先行したのが、レーザによって照明された回転式拡散
ドラムを使用して肉眼のための無現遠固視スペックル視標を提供するＳｃｉｅｎｔｉｆｉ
ｃａ　Ｃｏｏｋ　Ｌｔｄの機器であるＬａｓｅｒｓｐｅｃである。この機器については、
Ｌｅｔｔｅｒ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｅｄｉｔｏｒ、Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｗｏｒｌｄ　１　Ｏｃｔ
ｏｂｅｒ　１９８８　Ｐｅｔｅｒ　Ｋａｌｍｕｓ、Ｑｕｅｅｎ　Ｍａｒｙ　Ｃｏｌｌｅｇ
ｅ「Ｔｅｓｔ　Ｙｏｕｒ　Ｏｗｎ　Ｅｙｅｓｉｇｈｔ」に記載されている。
　米国特許第５０４０８８８号には、眼精疲労を軽減するのに役立つホログラムシステム
が開示されている。
【０００５】
　眼科検査室は、多くの場合、視力検査表まで実際に８ｍの光路を生み出すほど十分な広
さがない。他の方法では、例えば、米国特許第７３８４１４４号に開示されるように、可
搬性に制限のある、高価でかさばる設備を使用する。両眼用機器は、アイピースとの接触
から目その他の感染の危険が生じ、また、眼鏡フレームを装着することもできないため、
問題を生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第７３８４１４４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、ホログラム、ならびにホログラムを生成する装置および方法を提供しようと
するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様によれば、ホログラムを提供する回折構造を含む基板であって、ホログ
ラムが１つまたは複数のホログラフィック画像を符号化（ｅｎｃｏｄｅ）し、１つまたは
複数のホログラフィック画像の各画像が基板から実質的に無限遠の実効光路長のところに
ホログラフィック位置を有する基板が提供される。
【０００９】
　そのような回折構造が参照光を用いて適切に照明されるときに、仮想物体が現れる。こ
のようにしてホログラムによって作成される仮想物体を、本明細書および添付の特許請求
の範囲では、画像またはホログラフィック画像と呼ぶ。仮想物体は、一般には、基板のと
ころにではなく、基板から距離のあるところに位置するように見える。仮想物体が位置し
ているように見える位置を、本明細書および添付の特許請求の範囲では、物体のホログラ
フィック位置と呼ぶ。
【００１０】
　好ましくは、実質的に無限遠の実効光路長は、少なくとも６メートル、好ましくは少な
くとも８メートルの実効光路長である。
【００１１】
　好ましい一実施形態は、使いやすいアイエクササイズ機器を提供する。各ホログラフィ
ック画像が実質的に無限遠の光路長のところにあることにより、ユーザは、一瞬だけ容易
に機器の方を見やり、ユーザから実質的に無限遠の光路長のところにあるホログラフィッ
ク画像を即座に見ることができ、ユーザが自分の前の作業に戻る前に自分の目を短時間運
動させることを可能にする。
【００１２】
　本発明の一実施形態では、視力検査表は前述のような基板を含み、１つまたは複数のホ
ログラフィック画像は異なる所定のサイズの複数のホログラフィック画像である。好まし
くは、各画像は、従来の検眼士用の表の画像とサイズが一致し、段階を追って徐々に小さ
くなる。これにより、検眼士室の周囲に長い光路を求める必要がなくなり、視力検査表を
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患者の近くに配置することが可能になる。
【００１３】
　これにより、患者が視力検査表の一方の側に位置してホログラフィック画像を観察し、
光学観測または測定機器を視力検査表の反対側に位置決めすることが可能になり、機器は
、患者の目を観測し、または測定するように動作することができる。ある実施形態では、
これは、目の動きを観測すること、または患者の目が無限遠に合焦されている間の患者の
瞳孔間の距離を測定することを含み得る。
【００１４】
　本発明の一態様によれば、ホログラムを提供する回折構造を含む基板であって、ホログ
ラムが基板から所定の実効光路長のところにある少なくとも１つのホログラフィック画像
を符号化（ｅｎｃｏｄｅ）し、少なくとも１つのホログラフィック画像が距離を表す較正
スケールを提供する基板を含む測定機器が提供される。
【００１５】
　較正スケールは、例えば、距離軸に沿って所定の間隔を記す少なくとも１つのホログラ
フィック画像の複数の要素を含んでいてよい。
【００１６】
　ホログラフィック画像は、スケールのそれぞれの単位を示すイメージ要素を提供するこ
ともできる。
【００１７】
　これは例えば、ユーザが調査対象の物体を測定することを可能にするために、ホログラ
フィック画像が、合焦されるときに、調査対象の物体の画像を、当該倍率レベルに適する
距離表示と重ね合わせることができる顕微鏡などにおいて利用することができる。
【００１８】
　好ましくは、少なくとも１つのホログラフィック画像は複数のホログラフィック画像で
あり、複数のホログラフィック画像の各画像は、基板から所定の実効光路長のところのホ
ログラフィック位置を有し、複数のホログラフィック画像の各画像の基板からの所定の実
効光路長は、複数のホログラフィック画像のその他の画像の基盤からの所定の実効光路長
と異なり、複数のホログラフィック画像は、基板からの距離の尺度を提供する。
【００１９】
　本発明の一態様によれば、可変焦点の光学機器を較正する方法であって、
　前述のような測定機器を提供するステップと、
　基板からの複数のホログラフィック画像のうちのある画像の実効光路長が、光学機器の
結像面からの当該画像の実効光路長と実質的に等しくなるように、光学機器と基板とを位
置合わせするステップと、
　複数のホログラフィック画像を出現させるために基板を参照光で照明し、結像面に複数
のホログラフィック画像の異なる画像を連続的に合焦するために光学機器を操作するステ
ップと、
　複数のホログラフィック画像のうちの特定の画像が結像面に合焦されるときの光学機器
の構成を、当該画像の既知の特性と関連付けることによって、光学機器を較正するステッ
プと
を含む。
【００２０】
　本発明の一態様によれば、ホログラムを製造する方法であって、
　物体から散乱する光が、散乱光を感光媒体から実質的に無限遠の光路長のところにある
物体から散乱しているかのように変更する、凸レンズといった光学要素を通って感光媒体
に至るように、第１の光ビームで照明するステップと、
　感光媒体を、第１の光ビームとコヒーレントな第２の光ビームで照明するステップと、
その後に、感光媒体から導出されたホログラムを製造するステップと
を含む。
【００２１】
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　そのような方法は、そのホログラフィック位置が、小さいホログラフィベンチの範囲内
のホログラムから実質的に無限遠の光路長のところにあるホログラフィック画像の作成を
円滑に行わせることができる。
【００２２】
　本発明の一態様によれば、基板から少なくとも６メートルの実効距離のところにある画
像を生じるホログラムを含む基板が提供される。有利には、この画像は、無限遠を表す光
路長のところにある。
【００２３】
　一実施形態では、ホログラムは、異なる所定の実効光路長を有する複数の画像を含む。
各画像は、好ましくは、視線に沿った、互いから一定の決められた光路長のところにある
。例えば、１つまたは複数の画像がある実効無限距離のところにあり、１つまたは複数の
画像が、メートル間隔や他の所定の距離といった、より近い実効距離のところにあっても
よい。所定の実効光路長のところに複数の画像があることは、光学的特性を決定する際に
も、測定用途においても有益となり得る。
【００２４】
　本発明の別の態様によれば、複数のホログラフィック画像を含む検眼用視力検査表が提
供される。一実施形態では、各画像は異なるサイズを有する。好ましくは、各画像は、所
定の実効光路長を有する。一実施形態では、各画像は、少なくとも６メートル、好ましく
は少なくとも８メートルの実効光路長を有する。一実施形態では、各画像は、メートル間
隔やより短い間隔といった、異なる光路長を有していてもよい。各画像が異なる実効光路
長を有することにより、近視や遠視といった異なる目の状態を診断することができる。
【００２５】
　本発明の実施形態は、基板を含む立体視力検査機器であって、基板がホログラムを提供
する回折構造を含み、ホログラムが複数のホログラフィック画像を符号化（ｅｎｃｏｄｅ
）し、複数のホログラフィック画像が基板から異なる所定の実効光路長のところのホログ
ラフィック位置を有する立体視力検査機器を提供する。
【００２６】
　基板から異なる所定の実効光路長のところのホログラフィック位置を有する複数のホロ
グラフィック画像の画像によって表される各物体は、各物体を表す画像が同じサイズに見
えるように、異なるサイズとすることができる。
【００２７】
　複数のホログラフィック画像は、少なくとも３つの異なる基板からの実効光路長のとこ
ろにある画像を含むことができる。
【００２８】
　本発明の別の態様によれば、ホログラフィック媒体から少なくとも６メートルの実効距
離のところに物体を提供するステップと、媒体上に物体の画像を記録するステップとを含
む、ホログラフィック画像を生成する方法が提供される。有利には、この方法は、ホログ
ラフィック媒体から異なる所定の距離のところに複数の物体を提供し、媒体上に各物体の
画像を記録する。
【００２９】
　所定の距離は、好ましくは、決められた、また有利には、互いから一定の距離のところ
に間隔をおいて配置される。
【００３０】
　好ましい実施形態は、ホログラフィック媒体から既知の距離のところに光学的に位置決
めされた１つまたは複数の物体のホログラムを提供する。これは、正しく照明されるとき
に、元の物体の波面と一致する波面を生成し、ホログラムから同じ設定距離のところに画
像を生成する。
【００３１】
　本明細書で教示する好ましい実施形態は、固視画像機器の空間要件が、単に、ホログラ
ムのための照明系だけによって決定されることを可能にする。ホログラムは、コンパクト
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で、軽量で、複製が容易で、複数の光学部品を有する機器と比べて安価なものとなり得る
。明るく照明された環境においてさえも注意を引く明るい画像を生成することができる。
【００３２】
　ホログラムは、立体視機器および両眼用機器と関連付けられることもある整合および眼
精疲労の問題を生じずに、離れた物体からの波面を再構築する。
【００３３】
　以下では、例示にすぎないが、添付の図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】使用される無限遠画像ホログラムの好ましい実施形態を示す概略図である。
【図２】特定の距離のところにあるホログラフィック画像の記録のための装置および方法
を示す概略図である。
【図３】１つの物体点のホログラムを記録する方法を示す概略図である。
【図４】無限遠ホログラフィック画像の記録のための装置および方法を示す概略図である
。
【図５】ホログラム記録装置の一実施形態を示す平面図である。
【図６】装置および方法によって生成される単純な無限遠画像の一例を示す図である。
【図７】特定の距離のところにあるホログラフィック画像を使用して光学系上の深度スケ
ールを較正する方法を示す概略図である。
【図８】３Ｄワイヤフレームのホログラムを記録する方法を示す概略図である。
【図９】顕微鏡視野において図８の方法によって記録されたホログラムを使用する方法を
示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　図１に示す本発明の一実施形態では、薄い基板１２上に形成された回折構造（ホログラ
ム）１０が、点光源１４からの光を観測者１６へ向けて方向転換し、ホログラフィック媒
体１０から決められた測定距離のところにある物体１８、２０からの波面と同様の波面を
再構築する。物体１８のうちの少なくとも１つは、眼科治療目的では無限遠にあるものと
することができる。別の実施形態では、ホログラフィック媒体１０から計算された距離（
または無限遠）のところにある外見を与える光学系を介して物体１８、２０を見ることが
できる。
【００３６】
　図２を参照すると、ホログラム１０は、感光媒体に、一方は物体１８から生じ、他方は
光源１４およびビームスプリッタ２２から形成される参照光源から生じる２つのコヒーレ
ント波面によって生成される干渉パターンを記録することによって作られる。物体からの
波面は、（少なくとも）８メートル進み、または、図４に示すような凸レンズ２４といっ
た光学部品を介して進み、この光学部品は、物体１８からの波面を、それが、ホログラフ
ィベンチ上に容易に配置され得る距離よりも大きい（または眼科用視標では８メートルを
超える）記録媒体１０からの距離のところにある物体によって生成される波面と等しくな
るように変更する。
【００３７】
　記録は、特定の条件下で照明されるときに、無限遠にある画像を見る観測者へ光を方向
転換する回折構造をもたらすように処理される。必要とされる方向へ回折されない残留光
は、ホログラム１０を通過し、捨てることができる。
【００３８】
　ホログラフィック画像は、ホログラムの透過またはホログラムからの反射によって再構
築されてもよい。
【００３９】
　反射ホログラムは、普通、記録媒体の奥の連続層（ブラッグ層）における反射および回
折によって働く。反射ホログラムの一利点は、再構築が行われるのが、照明ビームの入射
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の波長および角度が、ブラッグ回折層の角度および間隔によって定義されるホログラムの
光学特性と一致するときに限られることである。
【００４０】
　前述のように、ホログラムは、物体を、レーザやスペクトルフィルタリングされた光源
といったコヒーレント光で照明することにより作成される。記録されるべき物体は照明さ
れ、物体によって散乱される光が、感光材料の層上に当たるように方向づけられる。光源
からの光の一部は感光層に直接当てられ、物体を迂回し、参照波面として働く。散乱光と
参照波面とは、光学的に組み合わさって、感光層に記録される明帯と暗帯の干渉パターン
を生成する。記録は、参照波面のレプリカで照明されるときに、光を回折し、物体波面の
レプリカを形成する構造をもたらすように処理される。
【００４１】
　ホログラムを記録するための感光媒体の例には、写真乳剤（超微粒子）、フォトポリマ
ー、フォトレジスト、光熱プラスチック、重クロム酸ゼラチンなどが含まれる。
【００４２】
　写真乳剤は、ホログラフィック干渉パターンにおける強度の変動を記録する。光がハロ
ゲン化銀結晶に当たるところでは、エネルギーが吸収され、銀原子が放出されて潜「像」
が形成される。潜像は、永続的な銀画像を形成するように現像される。次の工程において
、銀画像は、元の光強度の変動がホログラムの屈折率の変動によって表される透明な形態
へ変換される。これにより、元の振幅記録と比べて、ホログラムの光回折効率が改善され
る。
【００４３】
　別の記録媒体は、記録媒体の厚さの変動または記録媒体の屈折率の変動に起因する光路
変動を導入することによって照明波面の位相に作用する回折構造を直接作り出すように処
理することができる。
【００４４】
　ホログラムは、強度と位相の両方を、物体から来るように見える波面において記録し、
再構築する。ホログラムは、物体からの波面と別個の参照波面とを組み合わせることによ
って生成される干渉パターンとして情報を記録する。
【００４５】
　図３に、物体上の単一点のホログラムがどのようにして記録されるかを示す。２点から
発する波面間の干渉パターンは、等しい強度の連続した同心円である。
【００４６】
　ホログラムの光路変動として記録され、再生されるのはこのパターンである。ホログラ
ムは、参照波面のコピーで再度照明され、光が回折されて、物体点の位置から発している
ように見える波面を形成する。同じ機構は、３Ｄ画像が再構築されることを可能にする物
体上のその他すべての点を記録し、再構築する際にも適用できる。
【００４７】
　記録における振幅変動の細かいパターンは、光路長が干渉パターンの位相変動に対応す
る透明な構造または回折格子を形成するように処理される。元の参照波面のレプリカで照
明されるときに、光は、物体からの元の波面のレプリカを形成するように回折される。こ
の波面が肉眼またはカメラによって見られるときに、元の物体の画像が知覚される。目を
動かすことによって視差効果を観測することができ、合焦することによって、画像の３次
元特性を探ることができる。
【００４８】
　元の物体を見るときに見える画像を再現するためには、一般に、記録するときに使用さ
れるのと同じ位置にある参照光源で照明することが必要である。ホログラムを作成するの
に使用される工程によっては、画像の最適な明るさを得るために、再構築時に光源位置を
調整する必要が生じる場合もある。また、再構築された画像における最適な焦点を得るた
めに、光源位置を調整する必要が生じる場合もある。記録と再構築の間に波長の変化が生
じる場合、最適な結果を得るために光源位置を調整する必要が生じる場合もある。
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【００４９】
　図５は、無限遠ホログラフィック画像を生成するための装置の一例の平面図である。
【００５０】
　図６に、異なる実効光路長に位置する複数の単純なホログラフィック画像を示す。
【００５１】
　前述のように生成されるホログラムは、多くの異なる用途において使用することができ
る。１つの単純な実用例は、例えば、オフィス環境において、スタッフが窮屈な環境で働
いているときに、一定の時間間隔をおいて目の運動を行う機会を与えるためのアイエクサ
サイズに使用することができるホログラムの提供におけるものである。例えば、ホログラ
ムは、コンピュータモニタの近くに配置して、ユーザがホログラムを見ることにより遠く
（無限遠）にある画像を見ることを可能にすることもできる。この適用例は、例えば、視
覚表示装置や顕微鏡を使用するオペレータの眼精疲労を緩和することができる。これが特
に有効となり得るのは、ホログラムの各画像が無限遠にあるときである。
【００５２】
　別の適用例は、連続した画像を用いて提供されるホログラムの形の検眼用視力検査表を
提供し、一実施形態では、すべての画像は無限遠に（典型的には６から８メートル以上）
ある、異なるサイズのものであり、別の実施形態では、画像は異なる実効光路長にある、
同じサイズまたは異なるサイズのものである。
【００５３】
　よって、その最も単純な形において、ホログラムは、従来の視力検査表およびミラー配
列に取って代わることができる。別の形態では、ホログラムは、異なる光路長における視
力を検査することができ、その場合には、異なる設定距離のところにあり、互いに決めら
れた間隔をおいた連続した画像を設けることが有利となる。この適用例は、診断用および
治療用の機器の使用を可能にする眼科治療用固視標を提供することができる。
【００５４】
　別の適用例は、例えば、無限遠にある画像を用いた人目を引く広告用ホログラムを提供
するための広告を含む。この適用例は、ある一定の製品（例えば、より短い距離において
記録されたホログラムを用いた風景または視差を組み込んだ製品など）に非常に適する。
【００５５】
　別の適用例は、異なる深度にあるホログラフィック画像を使用して立体視力を検査する
ことができる。
【００５６】
　別の適用例、デプスゲージは、観察者が体験する奥行きの手がかりを使用して、ホログ
ラフィック画像のうちのどれが検査される物体と一致するか判定することによって、観察
者が実際の物体までの距離を測定し、または推定することを可能にする。またデプスゲー
ジは、図７に示すように、既知の距離のところにある実像または虚像を有するホログラム
を使用してカメラレンズ上の焦点スケールといった距離測定光学系を較正するのに使用す
ることもできる。
【００５７】
　図７に示すように、カメラなどの可変焦点の光学機器は、既知の実効光路長のところに
ある複数のホログラフィック画像を符号化（ｅｎｃｏｄｅ）しているホログラムと位置合
わせすることができ、ホログラフィック画像のそれぞれに連続して合焦することができる
。ホログラフィック画像は既知の実効光路長のところにあるために、カメラの焦点距離を
決定することができ、カメラを較正することができる。
【００５８】
　ホログラムは、レンズが確実に視軸の中心となるように眼鏡を調整するために適合させ
ることができる。これは、累進レンズ、および他の特殊なレンズのために眼鏡フレームを
調整する際の確実性を高めるために瞳孔間隔測定システムと併用することができる。とい
うのは、ある処方ではわずかな誤差が眼精疲労を引き起こすからである。
【００５９】
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　本明細書で述べた装置および方法は、重く複雑でかさばる光学系を必要とせずに、無限
遠にある画像を生成する効果を達成する、単純で軽量な光学機器を提供することができる
。ホログラムは、大量生産のために低コストで複製され得る。使用に際して、ホログラム
は、異なる画像を与えるように容易に交換することもできる。これは、人間の目の無限遠
調節を（８ｍの光路長なしで）小さい空間において達成し得ることを意味する。
【００６０】
　別の適用例は、顕微鏡の分野におけるものである。共通の要件は、顕微鏡対象物の測定
を可能にするスケールを提供することである。較正されたレチクルは、多くの場合、１つ
または複数の次元においてこの要件を満たす。加えて、較正された顕微鏡アーチファクト
も、直接比較を提供するのに使用される。本発明の実施形態では、較正されたアーチファ
クトのホログラムを、光路において、アーチファクトの３Ｄの実像または虚像と顕微鏡対
象物とを重ね合わせるために使用することができる。図８および図９に示す例は、これの
１つの実施態様であるが、ホログラムは、顕微鏡光路内の別の点に挿入することもできる
。これは、ホログラムプレートとホログラムを作成するのに使用される物体との中間にお
いて、顕微用システムの光学部品および位置を補正するための光学系を使用することを伴
う。ホログラムによって記録されるアーチファクトのサイズは、リレー光学系を使用して
物体とホログラムによって記録される画像との間の倍率が調整される場合には、ホログラ
ムによって再構築される画像のサイズと異なるものとすることができる。
【００６１】
　本出願がその優先権を主張する英国特許出願第１００８３３８．４号における開示、お
よび本出願に添付される要約書における開示は、参照により本明細書に組み込まれる。

【図１】 【図２】
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